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要 旨 

 

・行政機関が保有する業務情報は、網羅的であることや、長期にわたって同一人物のデー

タを追跡できることなど、政府統計やアンケート調査では得られにくいデータとしての

価値があり、EBPM の推進や研究目的でその利用を推進することが重要である。 

・諸外国では北欧諸国のように業務情報の利用が既に進んでいるところもあり、アメリカ

やイギリスも業務情報の利用を拡大する方向を模索している。 

・業務情報の利用拡大は、プライバシー保護や行政機関の負担の増大への対応などの課題

があり、相反する要請に向き合うことが重要になる。そのあり方についての基本的な考

え方として「５つの安全」がある。 

・地方公共団体は中央官庁よりも業務情報の利用拡大を進めていくポテンシャルが高く、

業務情報を活用したランダム化比較試験の実施などの先駆的な取組が行われることが

期待される。 

 

キーワード：業務情報（行政記録情報）、縦断データ（パネルデータ）、デンマーク、５つの

安全、地方公共団体 
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第６話 EBPM に必要なデータは役所の中に既にある 

 
（要約） 

 行政機関が保有する業務情報は、網羅的であることや、長期にわたって同

一人物のデータを追跡できることなど、政府統計やアンケート調査では得

られにくいデータとしての価値があり、EBPM の推進や研究目的でその利

用を推進することが重要である。 

 諸外国では北欧諸国のように業務情報の利用が既に進んでいるところもあ

り、アメリカやイギリスも業務情報の利用を拡大する方向を模索してい

る。 

 業務情報の利用拡大は、プライバシー保護や行政機関の負担の増大への対

応などの課題があり、相反する要請に向き合うことが重要になる。そのあ

り方についての基本的な考え方として「５つの安全」がある。 

 地方公共団体は中央官庁よりも業務情報の利用拡大を進めていくポテンシ

ャルが高く、業務情報を活用したランダム化比較試験の実施などの先駆的

な取組が行われることが期待される。 

 
政策介入の効果検証を行ってエビデンスを明らかにするためにはデータが必

要です。データがなければどんなに優れた研究者でも効果検証は行えません。 

あまり認識されていませんが、これらのデータの多くは役所の中に既にあり

ます。出生届から死亡届に至る様々な届出、補助金の申請と採択、税務関係で提

出する書類に記載された情報などです。本稿ではこれらを「業務情報

（administrative data）」と呼びます1。 

 第１節では業務情報が EBPM においてなぜ重要なのか、第２節では諸外国で

どのような取り組みが行われているのかについて述べます。第３節では「５つの

安全」について述べ、第４節で日本の現状と課題について述べます。 

 
第１節 業務情報の重要性とその利用を巡る課題 

業務情報の特長 

 多くの国々が研究者による業務情報の利用に関心を有しており、研究者によ

る利用を認めるようになっています。業務情報にはアンケート調査や政府統計

にはない次のような特長があります。 

 
1 行政機関が保有する業務情報は行政記録情報と呼ばれることが多いのです

が、ここでは健康保険組合が保有する健康診断やレセプトの情報など、行政機

関以外が保有する情報で公的な側面の強いものも含めて業務情報と呼びます。 
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①観測数が多く、欠損値が少なく、偏りが小さい 

業務情報以外のアンケート型の調査だと、国民全体を対象とする国勢調査や

企業全体を対象とする経済センサスのような罰則担保で国が行っている調査で

さえ回答率は７～８割で、把握できない部分が出てきます。 

研究者自らが行うアンケート調査の場合はもっとうまくいかない場合が多く、

調査票を送った人々のうち調査票に回答する人々が半数未満だったり、調査票

自体には回答しても答えたくない部分を未記載にしたりする場合があります。

特に所得や資産についての質問は答えない人々が多く、未回答によって数値の

空白（欠損値）が生じやすくなります。所得税や法人税などの税務情報でこれら

の統計調査を補えれば、偏りの少ない国民全体の様々な情報が得られることに

なります。 

このことを経団連が提言で指摘したことがあります。経済センサスについて、

経済センサス活動調査の調査項目と、企業が法人税を申告する際に税務署に提

出する法人事業概況説明書と一致している項目が多いことから、「法人事業概況

説明書のデータを活用することで、経済センサス活動調査の調査事項代替や欠

測値補完を行うことができ、報告者負担の軽減や統計精度の直接に寄与する」（P

８）と経団連の提言は指摘しています2。 

  
②長期に渡って同一人物のデータを追跡しやすい 

一時点における複数の個体（人々）のデータは横断データ（クロスセクション

データ）と呼ばれます。これに対して、同一個体のデータを複数時点に渡って観

察するデータは縦断データ（パネルデータ）と呼ばれます。横断データよりも縦

断データの方が時間による変化を分析に取り込めるので、因果関係を明らかに

することが求められる政策介入の効果検証においては断然有利です。 

残念なことに、研究者が同一人物に対する複数回のアンケート調査などで研

究参加者の情報を何年も追跡して縦断データを構築しようとしても、時間とと

もに未回答が増えていき、長期にわたる情報を得ることは難しくなります。また、

縦断データを構築するに当たっては個人の ID（識別情報）の厳密な管理が必要

となり、研究者にとっての負担になります。こうした理由により、横断データと

比べて縦断データの構築は難しいです。 

ところが、業務情報を使えれば質の高い縦断データを比較的容易に取得する

ことが可能になります。例えば、個人の医療費をアンケート調査で把握しようと

すれば、同じ人に調査票を毎年送っても安定的な回答はまず得られませんが、健

康保険組合が保有している業務情報を使えば、個人毎の医療費の正確な推移が

 
2 https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/092_honbun.pdf 
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わかります。同じことは医療費に限らず、所得、定期健康診断を受けている人々

の様々な数値（例えば血圧）など、いろいろな数値の推移についても言えます。 

 
業務情報が研究目的で使えると何ができるようになるのか？ 

 業務情報の研究者による利用を広げていくと、これまではわからなかったこ

とがわかるようになったり、今まで行えなかった政策介入の効果検証が行える

ようになったりします。以下で述べます。 

 
①今までにわからなかった基礎的な情報がわかる 

一例を挙げます。東京大学政策評価研究教育センター（CREPE）の「EBPM

推進のための自治体税務データ活用プロジェクト」では、市町村の税務データを

匿名化処理した上で CREPE に提供してもらい、研究に用いています3。この情

報を用いて、いわゆる 103 万円の壁、130 万円の壁が実際にどの程度の就労抑

制効果を有しているかが 2023 年の研究において明らかにされています4。 

103 万円の壁のような重要なトピックであっても、これまでの研究はアンケ

ート調査によるものが多かったために網羅的なデータに基づく信頼できる事実

の把握が困難でした。例えば、103 万円の壁等を検証した 2003 年の研究では、

所得を把握するためにアンケート調査形式の政府統計である国民生活基礎調査

が使われていますが5、この調査は調査対象世帯数（約 30 万件）のうち約 3 割

が回答していません（2022 年の場合）。 

CREPE の行った取組は、役所の中に眠っていたデータを利用することによっ

て今までにわからなかったことを明らかにした点で画期的です。 

 
②様々な効果検証を行える 

 ここには３つの意味があります。第１に、個々の者がある政策介入を受けたか

否か、どういう基準に基づいて政策介入が行われるかの情報は業務情報として

政府内部に保管されています。この情報が研究者に提供されれば、これまでに行

えなかった政策介入の効果検証ができるようになります。たとえば、中小企業へ

の補助金の効果を検証するためには、補助金の採択・不採択それぞれの企業名や

法人番号、採否の決定のために作成した企業ごとの得点についての情報が必要

ですが、これらの情報は政府内部（あるいは政府から委託を受けた事業者など）

に保管されています。 

 ２つめに、業務情報では縦断データが構築されて、医療費や所得などを長期に

 
3 川口・正木 (2022) 
4 近藤・深井 (2023) 
5 大石 (2003) 
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わたって追跡することができるため、ある時点で起きた出来事や政策介入を自

然実験とみなして、その効果を検証することが可能になる場合があります6。た

とえば、第５話で紹介した保健指導の RDD（回帰不連続デザイン）による効果

検証は、健康保険組合が保有する健康診断の縦断データ（本稿ではこれは業務情

報として扱います）を用いたものです7。産科病棟の閉鎖が出産関連行動に及ぼ

す影響についての DID（差の差分析）による効果検証（第３話で紹介したもの）

では、アメリカの連邦政府が保有する NVSS（the National Vital Statistics 

System）のデータベースにアクセスして、1989～2019 年の各郡の出生・死亡を

始めとする業務情報を利用して分析を行っています8。 

 ３つめに、業務情報を活用できると RCT（ランダム化比較試験）の実施が容

易になります。研究者としては個人の ID がわかる情報を研究参加者から取得し

て、それを政府が保有する業務情報と接合することができれば、自らアウトカム

を計測しなくて済みます。後述します。 

  
③データのリンケージにより幅広いことがわかる 

 多くの研究者（そしておそらくは多くの国民）がデータに関して知りたいのは、

ある変数と別の変数の関係です。高学歴になると所得が増えるのか、所得が大き

い方が健康なのか、といったものです。 

複数の別々のデータセットが共通して持っている情報（個人を特定する ID な

どで、マッチングキーと呼ばれます）を利用して、複数のデータセットを接続し

て１つのデータセットにすると、変数と変数の関係を明らかにできるようにな

り、データから読み取れる情報量が格段と増えます。このような接続を本稿では

「リンケージ」と呼ぶことにします。 

 例えば、カナダでは教育水準や所得などの社会経済的地位と入院の関係につ

いて業務情報のリンケージにより検証が可能となっており、研究結果が報告さ

れています9。それによると、教育水準の低さと所得の低さはそれぞれ独立して

入院率の高さと関係しており、特に、ADSC（適切な外来診療を受けることで入

院を回避できる疾患）においてはその傾向が大きいことが示されています。 

 
業務情報の提供を巡る課題 

 ここまでの話を踏まえると、業務情報の利用を積極的に進めれば良さそうで

すが、そう簡単ではなく、課題がいくつもあります。 

 
6 別所他 (2019) 
7 Sekizawa (2023); Sekizawa (2024) 
8 Fischer et al. (2024) 
9 Godley and Tang (2022) 
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１つめはプライバシーの保護で、これが最も重要です。税務情報が典型ですが、

個人や法人の所得をはじめとして、外部に流出させてはいけない情報がありま

す。特に、様々なデータのリンケージが進んでいくと、たとえば、ある人がかか

った病気を手がかりに、その人を特定し、所得を把握することができる場合があ

ります。言い換えると、データのリンケージは個人のプライバシーを漏えいする

リスクを高める面があります。 

 ２つめの課題は行政側の負担です。行政機関は業務情報を外部に提供するこ

とを想定して管理していないために、整理した形でデータを保管していない場

合があり、提供用のデータセットを作るだけでも大変な作業です。多くの行政機

関では情報提供のような突発的な業務増加に備えた人員配置も行っていないの

で、情報提供関連の業務が新たに生じると、ただでさえ忙しい行政官に残業を強

いることになりかねません。また、データの処理は現場の能力を超えることも多

く、時として外部の専門家の手伝いが必要になりますが、そこまでの予算はない

ことが多いです。以上に加えて、情報提供を受ける研究者がその情報を漏えいし

ないためにどのようにするかを検討する必要が生じ、こちらは漏えい防止のた

めのテクニカルな検討に加えて、契約や覚書の締結を含めて法的な考察も必要

になります。 

３つめの課題として、研究目的で業務情報が研究者によって利用される場合、

行政側として知られたくないことが明らかになる可能性があります。たとえば、

提供する業務情報によって政策介入に効果がないという結果が明らかにされる

のは行政側にとっては都合の悪いことが多いです（第７話参照）。また、研究者

がデータをチェックする過程で間違いや不備が見つかって行政機関が外部から

非難される可能性もゼロではありません。 

  
第２節 海外における取組 

業務情報を研究者に利用してもらって政策形成に役立つ貴重なエビデンスを

明らかにするという要請と、個人のプライバシーを守ることや行政側の負担増

を極力抑えることとの間のバランスをどうとるかについて、多くの国々が苦心

してきました。以下では世界最高水準である可能性が高いデンマークの例を最

初に取り上げ、その後で、アメリカ、イギリスの例を取り上げます。 

 
世界の先端を行くデンマーク 

他の北欧諸国と同様にデンマーク政府は高度な業務情報のデータベースを保

有しています10。 

1960 年代の立法措置により各行政機関が保有する業務情報がデンマーク統計

 
10Mainz et al. (2019); Schmidt et al. (2015); 伊藤 (2020) 
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局（Statistics Denmark）に提供されることが決まりました。また、国民一人一

人に付与される ID 番号が作られて、各行政機関の情報のリンケージができるよ

うになりました。 

この結果として、個人 ID 番号をマッチングキーとして、生年月日、年齢、性

別、所得、医療費、医療機関で診断された病名、死亡及びその原因といった様々

な情報のリンケージを行うことが可能になっています。登録された研究機関に

所属する登録された研究者が研究計画を明らかにして承認をもらうと、研究に

必要な範囲で統計局を中心とする政府職員が ID 番号をマッチングキーとして

複数のデータセットのリンケージを行った上で ID 番号を取り除き、研究に必要

なデータセットができあがります。このデータに研究者は遠隔操作でアクセス

できます。このデータを使って質の高い研究がいくつも行われています。 

また、研究者が行う RCT のアウトカムの測定にこのデータベースが利用され

ています。研究者としては研究参加者の ID 番号さえ把握しておけば、デンマー

ク政府のデータベースに含まれているデータをアウトカム変数にして、介入終

了後にそのアウトカム変数を利用することによって自らデータを取得しないで

済みます。第５話で取り上げたデンマークの２つの大規模な健康診断の RCT で

は、政府が保有する死亡や重大疾患の業務情報が利用されています11。 

 
連邦政府という制約下でのアメリカの取り組み12 

アメリカではデンマークとは異なって、各行政機関が保有する情報を１カ所

に集約する方向には進んでいません13。連邦政府、州、郡といった多層的な行政

機関があり、それぞれの独立性が強いので、データを中央集権的に管理すること

が難しいという事情があります。 

地方政府のレベルでは業務情報を利用した政策効果の検証は多数行われてお

り、ペンシルバニア大学の AISP（Actionable Intelligence for Social Policy）の

ように、こうした業務情報の利用拡大に向けた地方政府の取り組みをサポート

する組織もできています14。 

連邦政府のレベルでは NSDS(National Secure Data Service)という構想があ

り、プライバシーの保護を図りつつ、研究者によるデータのアクセスの改善、異

なる行政機関が保有するデータのリンケージの増加が模索されています15。 

2019 年に成立した法律である Evidence Act (the Foundations for Evidence-

 
11 Jørgensen et al. (2014); Lindholt et al. (2022) 
12 EBPM を巡るアメリカのデータの事情は津田・岡崎 (2018, 2022)で詳しく

取り上げられています。 
13 Hart and Potok (2020) 
14 Zanti et al. (2022) 
15 津田・岡崎 (2018, 2022) 
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Based Policymaking Act of 2018) に基づいて、 ACDEB （ The Advisory 

Committee on Data for Evidence Building）が設立され、NSDS も含めてエビ

デンス構築のための連邦政府のデータの利用をどうやって進めるかについて、

現状をレビュー・分析して、OMB（行政管理予算局）に対して提言することと

なりました。ACDEB は 2 度の報告書を作成し、2022 年に出されたものが最終

報告書になっています16。NSDS については 2022 年から 5 年間の予定でパイロ

ットプログラムが進行中です17。 

実際には、Evidence Act 法の制定以前から業務情報の利用を進めようとする

動きが連邦政府内に見られており、こちらもまた重要だと思われますので、以下

ではセンサス局と IRS（内国歳入庁）について取り上げます。 

 
①センサス局18 

アメリカのセンサス局は 1982 年に経済研究センター（Center for Economic 

Studies, CES）を設立し、縦断データのデータベースの開発と、秘匿性の高い情

報を研究者が分析できる環境の整備を開始しました。研究者は詳細な研究提案

書を提出し、その研究の実現可能性や必要性、情報の不正漏えいがないことを証

明する必要があります。また、バックグラウンドチェックを受け、使用すべきデ

ータセットや変数を明確にしたうえで、承認されたものにのみアクセスが許可

されます。 

データの利用場所についても厳しく制限されており、全米に複数設置されて

いる連邦統計研究データセンター（Federal Statistical Research Data Centers, 

FSRDC）でのみ利用が認められ、利用状況は常にモニターされています。さら

に、データおよび研究成果物はセンサス局の職員による詳細なレビューを経て

初めて公開が許可されます。 

FSRDC のネットワークは、センサス局のデータにとどまらず、連邦政府の他

の行政機関の秘匿性の高いデータも取り扱うようになってきています。また、

2019 年からは一部のデータに対してリモートアクセスが開始されました。 

 最近の分析によると、センサス局の機密情報の利用は増加傾向にあり、このデ

ータを使った学術研究が科学や政策における論争にもたらすインパクトは高ま

っているそうです19。ただし、このデータの利用は名声のある組織に所属する評

価の高い研究者に概ね限られているとも指摘されています。 

 
 

16 Advisory Committee on Data for Evidence Building (2022) 
17 https://www.americasdatahub.org/wp-
content/uploads/2024/11/NSDS_November_2024_Webinar_Slides.pdf 
18 Nagaraj et al. (2025) 
19 Nagaraj et al. (2025) 
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②内国歳入庁（IRS） 

  IRS は徴税事務を通じて、アメリカ国民全体を網羅する所得等の巨大なデー

タを保有しています。法律によりこのデータを外部に提供することはできませ

んが、その制約の中で、研究目的や政策立案の参考情報として IRS が保有する

情報を使った研究が進められてきました20。IRS 内の統計部局は SOI（Statistics 

of Income）で、SOI は 2012 年に JSRP（Joint Statistical Research Program）

を設立し、研究者との共同研究を行っています。 

 JSRP では研究者から提出された研究計画が吟味されて、限られた研究者が行

う研究のみが機密データへのアクセスを認められます。その際に、研究者は厳し

いバックグラウンドチェックを受けるとともに、主たる研究者は連邦政府の被

雇用者として扱われて IRS職員と同様の守秘義務と罰則の対象となります。SOI

職員が研究プロジェクトの監視役を務めます。 

IRS のデータ利用は狭き門で、2023 年には 114 件の申請に対して選ばれたプ

ロジェクトは 25 件でした。 

IRS のデータを使った最近の研究例として、刑務所に収監されることがその

後の雇用や収入にどのような影響を及ぼしたかについての効果検証を行ったも

のがあります21。この研究では、オハイオ州とノースカロライナ州の犯罪者のリ

ストと IRS の所得等のデータのリンケージが行われています。マッチングキー

としては、社会保障番号（SSN）や、氏名・誕生日・住所などの情報が使われて

います。分析の結果、刑務所に１年間収監されることによって 5 年間の累積所

得が平均で 13%減ること、その後の雇用や賃金に影響するというエビデンスは

得られなかったことが報告されています。 

 
EBPM 発祥国であるイギリスにおける取り組み22 

 イギリスでは、Statistics and Registration Service Act (SRSA) 2007 により、

国家統計局（Office for National Statistics）が保有する未公表データについて、

統計研究目的で承認を受けた研究者がアクセスできるようになりました。さら

に、Digital Economy Act (DEA) 2017 によって、政府内外の研究者コミュニテ

ィを支援する法的枠組みが構築され、承認を受けた研究者が行う公益目的を有

する研究プロジェクトのために、個人が特定できないように匿名化された行政

記録情報を提供することが可能になっています。 

DEA および SRSA に基づき、研究認定委員会（RAP）が研究者、研究プロジ

ェクト、認定処理機関の認定及び監督を行っています。承認された研究者のプロ

 
20 Burman et al. (2024); Mervis (2014); O'Hara et al. (2024) 
21 Garin et al. (2025) 
22 UK Data Service (2025); UK Statistics Authority (2025a, 2025b) 
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ジェクトが認定されると、RAP による審査を経て認定された処理機関（2025 年

4 月時点で 12 機関）が提供する安全な環境の下で、匿名化された業務情報の利

用が可能になります。 

 また、イギリスでは研究者と行政機関の間に入って業務情報の研究目的での

利用を促進するためのパートナーシップとして ADR UK（Administrative 

Data Research UK）が設立され、予算も付与されています23。 

 次節で言及する「５つの安全」という枠組みは 2003 年にイギリスの国家統計

局で登場したもので24、イギリスが早くから業務情報の利用拡大と個人情報の保

護のバランスをどう図るかを模索してきたことを示唆します。 

 
第 3 節 ５つの安全 

 研究目的で業務情報の利用拡大を進めることと個人情報を保護することはト

レードオフの関係にあり、両者の緊張関係の解決はどの国でも課題です。 

この問題の解決に向けて、５つの安全という枠組みが提示されています25。５

つの安全とは，安全な人 （々safe people）、安全なセッティング（safe settings）、

安全なデータ（safe data）、安全なアウトプット（safe output）、そして、安全

なプロジェクト（safe projects）を指します。 

 
安全な人々 

データの漏えいを防ぐためには、漏えいしそうにない人々だけにデータへの

アクセスを許可することが重要になります。 

第一に、データを利用する人々に一定の能力と資質が求められます。統計学や

データサイエンスなどの習得を通じてデータ処理能力があること、機密情報を

扱うための倫理関係の講習を受けていること、犯罪歴がないことなどが考えら

れます。 

第二に、安全な組織（safe organization）ということが挙げられます。大学を

始めとする研究機関に所属する研究者に限定して、研究者のみならずその所属

研究機関側もデータ提供過程に関与させることによって、大学にも責任を分担

させることが考えられます。 

 第三に、データにアクセスする研究者を非常勤の公務員とすることによって

「安全な人々」になってもらう場合もあります。上述した IRS の例がこれに該

当します。主たる研究者は連邦政府の被雇用者として扱われて IRS 職員と同様

の守秘義務と罰則の対象となります。日本でも似た例があり、後述します。 

 
23 Waind (2020) 
24 Desai et al. (2016) 
25 Desai et al. (2016); 伊藤 (2016); 岡田 (2023) 
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安全なセッティング 

これはデータへのアクセスが許容される環境についてのものです。一番厳密

な対応としては、データ提供側が設定した特定の場所と特定の情報機器を使っ

てデータにアクセスすることとして、更に、データへのアクセスが監視されてい

るようにすることが考えられます。たとえば、後述する国税庁における税務情報

のアクセスにおいては、税務大学校内における同庁の情報機器においてのみデ

ータがアクセスできるようになっています。 

もう少し緩くなると、上述したアメリカのセンサス局の FSDRC のように、

国内の数カ所（主として大学）にデータにアクセスできる場所を設ける場合があ

ります。政府統計については日本でも実例があります。 

もう少し緩めていくと、遠隔アクセスで外部から業務情報を利用することが

可能な場合があります。デンマークの情報アクセスはこの例です。 

 
安全なデータ 

データそのものを安全にすることによって仮にデータが漏えいしてもリスク

を最小限にとどめることが考えられます。 

最低限の話として個人の ID をデータから取り除くことがあります。ただし、

この前提としてデータのリンケージを誰かが既に行っていることが必要な場合

が多いです。たとえば、デンマークの業務情報に研究者がアクセスする場合には、

健康・教育・所得など様々な情報を一緒に使うことによって、たとえば、教育の

健康や所得への影響を調べることができるわけですが、通常はこれらの業務情

報は別々の行政機関が保有しています26。この業務情報をデンマーク統計局が行

政機関から集めて個人の ID をマッチングキーとしてデータのリンケージを行

い、その後で個人の ID をデータセットから取り除くことによって、個人の ID

が取り除かれたデータが完成します。 

残念なことに、個人の ID が取り除かれたデータセットであっても、いくつか

の変数を用いることで個人を特定できる可能性があります。たとえば、郵便番

号・生年月日・性別・子供の数など 15 の変数があれば、ほとんどのアメリカ人

の健康情報が特定されるのだそうです27。 

この課題への対応策としては様々な方法が提案されています28。たとえば、統

合データ（synthetic data）というデータがあり、これは元のデータセットをそ

 
26 伊藤 (2020) 
27 Rocher et al. (2019) 
28 専門的で詳しい話は伊藤 (2022)に書かれています。 
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の統計的な意味を損なうことない別のデータセットに置き換えます29。ただし、

オリジナルのデータと統合データで分析結果が異なる場合もあるので、統合デ

ータは完全な解決策とは言えません。 

それでも、研究者が統合データを使って予行演習を行って統計ソフトの分析

コードを作成し、その分析コードを行政機関内の業務情報の管理者に渡してそ

のコードで統計ソフトを動かしてもらい、できあがった分析結果を研究者が受

け取れるようになれば、研究者が業務情報本体にアクセスしなくても分析がで

きるようになります。 

 
安全なアウトプット 

分析結果を公表する際に個人情報が漏えいしないための取り組みを指します。

通常はデータ提供側がチェックします。個人の名前が出ないことはもちろんで

すが、データ提供主体の名前（市町村名など）を出さないことが求められること

もあります。 

 
安全なプロジェクト 

提案されたプロジェクトが機密データにアクセスして分析する上で適切かど

うかをみるもので、５つの安全の中で最も重要とされます30。当該データを適切

に処理できる分析者による研究体制が整えられているか、行政側の負担を強い

てでも行うに値する公益性の高い研究と言えそうか、データを安全に管理でき

る状態になっているかなどが研究計画書によって明らかにされ、データ提供側

の審査に耐えられるものである必要があります。諸外国の例では、大学などの倫

理審査委員会が研究計画を審査してプロジェクトを承認することをデータ提供

の条件にする場合があります31。日本でも厚生労働省が管理する医療データベー

ス（NDB）の利用に当たって倫理審査委員会における承認が必要とされていま

す。 

 
 ５つの安全は業務情報を安全に利用するという目的を実現するための一つの

アプローチであり、絶対的なものではありません32。また、技術の進歩などによ

り時間とともに対応策が変化していくことにも留意する必要があります。 

 
第４節 日本のおける業務情報の提供を巡るいくつかの論点 

 
29 Kokosi et al. (2022) 
30 Green and Ritchie (2023) 
31 Cole et al. (2020) 
32 Green and Ritchie (2023) 
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日本でも研究目的での業務情報へのアクセス拡大の重要性を主張する人々は

研究者を中心に増えています33。日本学術会議も「行政記録情報の活用に向けて」

という提言を 2020 年 9 月に発表しています34。 

ここから先は国と地方政府に分けて議論を進めます。 

 
業務情報の利用拡大に向けた取り組み（国の場合） 

 業務情報の利用拡大に向けた主な取り組みとして、厚生労働省による医療関

係データ（NDB）と、財務省による取り組みがあります。 

 NDB は健康保険組合が保有するレセプトデータに含まれる情報（診断名、処

方した薬、医療費など）やメタボ健診の情報を厚生労働省が収集して匿名化し、

研究目的での利用に供するものです35。 

 財務省は、輸出入申告データと税務データを研究者に利用して研究してもら

う取り組みを 2021 年から開始しました36。 

このうち税務データについては、国税庁保有行政記録情報を利用して税務大

学校職員と共同で研究者が研究を行う制度が運用されています。学術研究目的

や EBPM 目的で研究者が行う研究について、公募に応募する形で研究計画を提

案して、有識者会議の承認を得られると、その研究者は税務大学校の客員教授に

なって、同校の職員との共同研究として、国家公務員法第 100 条等の守秘義務

を守り、個票データの利用を税務大学校の施設内で行い、研究ができます37。 

 今のところ以上のような税務情報の利用は様々なファクトを明らかにするこ

とが中心になっていますが、今後は EBPM の中心となる政策介入の効果検証に

も使われることが期待されます。 

 たとえば近年著しく増えた企業への補助金に効果があるかというテーマがあ

ります。第３話で紹介したチェコ共和国の研究開発補助金のように企業向けの

補助金の効果検証が世界的にいくつか行われています。日本でも企業への補助

金が増えていますが、効果検証となる研究は十分に行われていません。 

その最大の理由として業務情報を分析に利用できないことがあります。補助

金の採択に関する業務情報は経済産業省内にあり、アウトカム変数となる企業

の付加価値額のデータは法人税申告時の企業からの申請情報として国税庁内に

あります。補助金の効果を検証するためには、経産省内にある補助金情報と、国

 
33 近藤 (2024); 川口・正木 (2022); 中室 (2015); 田中 (2022); 藤澤他 

(2022); 別所他 (2019) 
34 https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t297-3-abstract.html 
35 鈴木 (2025) 
36 小川 (2025); 北村 (2025) 
37 国税庁 (2024); 佐藤 (2025) 
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税庁にある法人の付加価値額のデータの両方が必要で、法人番号をマッチング

キーとして２つのデータセットのリンケージを行うことが必要になります。そ

こまではまだたどりつけていません。 

 個人のプライバシーや法人の機密情報を守ることは重要なことではあり、や

むを得ない面はあるのですが、他の国の先進事例と比べると更に先に進む余地

があると思います。 

 
更に先に進むためにどうすべきか 

 研究目的での業務情報の利用を進める上での主な課題として、プライバシー

の保護の他に、①行政の現場の負担が増える、②行政機関にとって不都合な真実

が明らかになる場合がある、③提供していいかどうかの判断について現場の行

政官ではリスクと責任を負えないことがあります。 

これらに向き合うための１つのあり方として、政府内に業務情報の利用を巡

る諸課題に対応する部局（以下では「業務情報対応部局」）を作ることが考えら

れます。業務情報対応部局が中心となって、業務情報提供のためのガイドライン

を作ったり、現場の行政官にリスクと責任を負わせないようにするための取り

組みが進められたりすると望ましいです。 

業務情報対応部局には、行政機関の担当部局と研究者の間に入って、どこまで

の範囲の情報を提供するか、セキュリティ確保をどうやって図るかなどについ

て両者の間を調整することが望まれます。業務情報の提供要求に行政機関の

個々の部局は不慣れな場合が多いですが、業務情報対応部局に対応ノウハウが

蓄積されていれば、技術的事項や法的事項について現場の行政官の負担を軽減

することが期待されます。 

また、業務情報対応部局に期待される役割として、研究者からの申請を受けて

必要な対応を個々の行政機関の担当部門に求めることがあります。ただ、無限定

の申請があれば業務情報対応部局も個々の行政機関の担当部門もパンクしてし

まうので、何らかのブレーキも必要になります。上述の国税庁の事例にあったよ

うな有識者会議のような場を使って検討するというのもあるかもしれません。 

  
地方公共団体の果たす役割 

 日本の中央官庁は各行政機関の独立性が高く、デンマークのように各行政機

関が保有する情報がリンケージされることには高いハードルがあります。日本

同様に中央政府の行政機関の独立性の高いアメリカにおいては、連邦政府より

も州やその下の地方政府において、業務情報の利用拡大が進んでいます38。 

地方公共団体は中央官庁と異なって政策領域毎に別々の組織となっていない

 
38 Zanti et al. (2022) 
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ことが一つの特徴であり39、また、首長がリーダーシップを発揮しやすいので40、

中央官庁よりも地方公共団体の方が業務情報の利用拡大を進めていくポテンシ

ャルが高いです。個々の市町村で見れば人口が少なくて分析がしにくくても複

数の市町村の連携ができればビッグデータに近づいていきますし、政令指定都

市のような大都市であれば最初からビッグデータになっています。 

業務情報の研究目的での利用は医療・健康と教育を中心にいくつかの地方公

共団体で既に取り組みが行われています。ただ、因果関係を特定できる RCT の

ような実験的な取り組みはほとんど行われておらず、観察データに基づくもの

が中心になっています。 

今後期待されるのは、市町村の業務情報を利用してRCTが行われることです。 

医療・健康関係を例にすると、市町村には国民健康保険の情報と後期高齢者医

療関係の情報が集まり、また、死亡情報の届け出は市町村に対してなされます。

更に、介護保険制度の運営者として、市町村は介護保険の被保険者情報や、介護

サービスの提供状況に関する情報も保有しています。市町村から外部に流出さ

せることなく、これらの情報を役所内で必要な範囲でのみリンケージすること

ができれば、数百人以上の規模で RCT を行える可能性があります。 

たとえば、地方公共団体が行う後期高齢者を対象とした健康プログラム（認知

症やフレイルを予防するための運動や食事や生活習慣の管理などの取り組み）

の数百人規模の効果検証を RCT や RDD によって実施できるかもしれません。

この場合、市町村が保有する情報とプログラム参加者の ID とのリンケージが可

能になれば、要介護認定、医療費、健康寿命を損なう重要疾患（脳卒中）の発症

など様々なアウトカム変数を設定することができます。 

数少ない例として、大阪府寝屋川市で行われた RCT では、介護保険で「要支

援」の認定を受けた高齢者 375 名をランダムに 2 群に分けて、両群に対して標

準的なケアを提供するとともに、介入群に対してのみ、追加的にリハビリテーシ

ョン専門職が主導する短期集中型自立支援プログラムを提供しました41。介入群

では 190 名中 21 名（11.1％）が「要支援」から脱した一方で、対照群では 185

名中 7 名（3.8％）で、「要支援」から脱する割合は介入群の方が有意に高くなっ

ていました。 

 地方公共団体で行われる RCT は、他の地方公共団体や国全体にとって重要な

情報を提供する一方で、実施主体自体にとっては実施のメリットが大きくなく、

本来望まれるほど実施されないことが想像されます。この点に対処して、RCT

を始めとする先駆的な取組が地方公共団体で行われる事例を増やすためには、

 
39 曽我 (2019) 
40 別所他 (2019) 
41 Hattori et al. (2019) 
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補助金や国からの委託のようなインセンティブの付与を通じて、チャレンジす

る地方公共団体を国が後押しすることが必要なのかもしれません。 

 
終わりに 

 EBPM を進めていく上で必要な業務情報の利用拡大とそれに伴う個人のプラ

イバシーの漏えいリスクの高まりはトレードオフの関係にあり、容易に解決で

きるものではありません42。 

 総論として EBPM の推進を支持する人々は多いと思いますが、各論に入って

いくとどうしても業務情報を巡る課題に向き合わざるを得なくなります。デン

マークのようにデータ利用に重点を置く国、アメリカやイギリスのようにどの

ような方向に進むべきか模索している国など様々ですが、日本の場合にはそう

いう課題があるという認識があまり強くないように思われ、まずは課題を認識

した上で悩むところからスタートする必要があるように思います。 
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